
 
広島司法書士会会則 

                                       

 

第６章 研 修 

 

（研修の実施） 

第７８条 本会は、倫理、実務等に関する研修を開催しなければならない。 

２ 本会が実施する研修について必要な事項は、別に規則で定める。 

（資質の向上） 

第７９条 司法書士会員は、本会及び連合会会則第８９条のブロック会並びに連合会が実施する

研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




